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株価指数先物・オプション取引の契約前交付書面の一部改訂についての新旧対照表 

（下線の部分は改正個所） 
頁 新 旧 
24 (2) 取引の期限 

（略） 
 日経株価指数 300 先物取引、日経平均株価先
物取引(ミニ日経 225 先物取引を含む)及び
Russell/Nomura Prime インデックス先物取引
は、３月、６月、９月、12 月の第二金曜日の前
営業日に終了する取引日（イブニング・セッシ
ョンの開始時から翌営業日の日中取引（当該営
業日の午前立会及び午後立会並びに J-NET デリ
バティブ取引（当該営業日の午後４時まで（半
休日においては、正午まで）の取引に限る）を
いいます。）の終了時までの１サイクルをいいま
す。）を取引最終日とする取引（限月取引といい
ます。）に区分して行います。 
 

(2) 取引の期限 
（略） 

 日経株価指数 300 先物取引、日経平均株価先
物取引(ミニ日経 225 先物取引を含む)及び
Russell/Nomura Prime インデックス先物取引
は、３月、６月、９月、12 月の第二金曜日の前
営業日に終了する取引日（イブニング・セッシ
ョンの開始時から翌営業日の日中取引（当該営
業日の午前立会及び午後立会並びに立会外大
口取引（当該営業日の午後４時まで（半休日に
おいては、正午まで）の取引に限る）をいいま
す。）の終了時までの１サイクルをいいます。）
を取引最終日とする取引（限月取引といいま
す。）に区分して行います。 
 

25 (5) 制限値幅 
相場の急激な変化により投資者が不測の損害
を被ることがないよう、基準値段（原則として、
前日の清算数値。）から、上下 16％程度の制限
値幅（1日に変動し得る値幅）を設けています。
 

(5) 制限値幅 
相場の急激な変化により投資者が不測の損
害を被ることがないよう、基準値段（原則とし
て、前日の清算数値。）から、東証株価指数
（TOPIX）先物取引及び S&P/TOPIX150 先物取引
については上下５％程度の制限値幅（１日に変
動し得る値幅）を、日経株価指数 300 先物取引、
日経平均株価指数先物取引(日経 225mini を含
む)及び Russell/Nomura Prime インデックス
先物取引については上下 16％程度の制限値幅
を設けています。 
 

25 (6) 取引の一時中断 
 株価指数先物取引の各限月取引において先物
価格が現物指数に著しく先行して、上昇又は下
落（制限値幅の 1／2）する場合には、取引を一
時中断（15 分間）する制度（サーキットブレー
カー制度）を設けています。 
 

(6) 取引の一時中断 
 株価指数先物取引の各限月取引において先
物価格が現物指数に著しく先行して、上昇又は
下落（制限値幅の 2／3程度。日経株価指数 300
先物取引、日経平均株価指数先物取引(日経
225mini を含む)及び Russell/Nomura Prime イ
ンデックス先物取引については、制限値幅の
1/2。）する場合には、取引を一時中断（15 分間）
する制度（サーキットブレーカー制度）を設け
ています。 
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(2) 取引の期限 
① 東証株価指数（TOPIX）オプション取引及
び S&P/TOPIX150 オプション取引 
３月、６月、９月、１２月のうち直近の５
か月と当該月以外の直近の３か月（合計８か
月）の各月の第二金曜日（休業日に当たると
きは、順次繰り上げる。）の前日（休業日に当
たるときは、順次繰り上げる。）を取引最終日
とする取引（限月取引といいます。）に区分し
て行います。 
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日
（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）
から新しい限月取引の取引を開始します。 
３月、６月、９月及び 1２月の限月取引の取引
期間は１年３か月、その他の限月取引の取引
期間は４か月又は５か月となります。 

(2) 取引の期限 
① 東証株価指数（TOPIX）オプション取引及
び S&P/TOPIX150 オプション取引 
連続する直近の４か月の各月の第二金曜日
（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。）
の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上
げる。）を取引最終日とする取引（限月取引と
いいます。）に区分して行います。 
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日
（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）
から新しい限月取引の取引を開始します。 
各限月取引の取引期間は４か月です。 
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頁 新 旧 
 
26 

 
② 日経株価指数 300 オプション取引 
３月、６月、９月、12 月のうちの６か月と
当該月以外の直近の２か月（合計８か月）の
各月の第二金曜日の前営業日に終了する取引
日（イブニング・セッションの開始時から翌
営業日の日中取引（当該営業日の午前立会及
び午後立会並びに J-NET デリバティブ取引
（当該営業日の午後４時まで（半休日におい
ては、正午まで）の取引に限る。）をいいま
す。）の終了時までの１サイクルをいいます。）
を取引最終日とする取引（限月取引といいま
す。）に区分して行います。 
６月及び 12 月の限月取引の取引期間は２
年、３月及び９月の限月取引の取引期間は１
年、その他の限月取引の取引期間は３か月で
す。 
 
③ 日経平均株価指数オプション取引 
３月、６月、９月、1２月のうち直近の５か
月と当該月以外の直近の３か月（合計８か月）
の各月の第二金曜日の前営業日に終了する取
引日（イブニング・セッションの開始時から
翌営業日の日中取引（当該営業日の午前立会
及び午後立会並びに J-NET デリバティブ取引
（当該営業日の午後４時まで（半休日におい
ては、正午まで）の取引に限る）をいいます。）
の終了時までの１サイクルをいいます。）を
取引最終日とする取引（限月取引といいま
す。）に区分して行います。 
 

 
② 日経株価指数 300 オプション取引 
３月、６月、９月、12 月のうちの６か月と
当該月以外の直近の２か月（合計８か月）の
各月の第二金曜日の前営業日に終了する取引
日（イブニング・セッションの開始時から翌
営業日の日中取引（当該営業日の午前立会及
び午後立会並びに立会外大口取引（当該営業
日の午後４時まで（半休日においては、正午
まで）の取引に限る。）をいいます。）の終
了時までの１サイクルをいいます。）を取引
最終日とする取引（限月取引といいます。）
に区分して行います。 
６月及び 12 月の限月取引の取引期間は２
年、３月及び９月の限月取引の取引間は１年、
その他の限月取引の取引期間は３か月です。

 
③ 日経平均株価指数オプション取引 
３月、６月、９月、1２月のうち直近の５か
月と当該月以外の直近の３か月（合計８か月）
の各月の第二金曜日の前営業日に終了する取
引日（イブニング・セッションの開始時から
翌営業日の日中取引（当該営業日の午前立会
及び午後立会並びに立会外大口取引（当該営
業日の午後４時まで（半休日においては、正
午まで）の取引に限る）をいいます。）の終
了時までの１サイクルをいいます。）を取引
最終日とする取引（限月取引といいます。）
に区分して行います。 

 

27 (4) 制限値幅 
相場の急激な変化により投資者が不測の損
害を被ることがないよう、前日の最終の株価
指数を基準に、上下 16％程度（1 日に変動し
得る値幅）の制限値幅を設けています。 
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限
値幅を変更することがあります。 
 

 

(4) 制限値幅 
相場の急激な変化により投資者が不測の
損害を被ることがないよう、前日の最終の株
価指数を基準に、東証株価指数（TOPIX）オ
プション取引及び S&P/TOPIX150 オプション
取引については上下５％程度の制限値幅（１
日に変動し得る値幅）を、日経株価指数 300
オプション取引及び日経平均株価指数オプ
ション取引については上下 16％程度の制限
値幅を設けています。 
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制
限値幅を変更することがあります。 
 

 
27 (5) 取引の一時中断 

株価指数先物取引の各限月取引において先物価
格が現物指数に著しく先行して、上昇又は下落（制
限値幅の１/2。）する場合には、株価指数先物取引
を一時中断するとともに、同時に株価指数オプシ
ョン取引についても取引を一時中断（15 分間）す
る制度（サーキットブレーカー制度）を設けてい
ます。 
 

(5) 取引の一時中断 
株価指数先物取引の各限月取引において先物価
格が現物指数に著しく先行して、上昇又は下落（制
限値幅の 2／3程度。日経株価指数 300 先物取引及
び日経平均株価指数先物取引については、制限値
幅の１/2。）する場合には、株価指数先物取引を一
時中断するとともに、同時に株価指数オプション
取引についても取引を一時中断（15 分間）する制
度（サーキットブレーカー制度）を設けています。

 
 

（以 上） 
 


